
男性労働者が子の出生後８週間以内に開始する育児休業を取得した場合に対する助成を見直します。

Ⅰ 男性労働者が育児休業を取得した場合

変更前 変更後

主な
要件

（新設） ・第１種の支給を受けていること。
・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の措置を複数実施すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定を策定し、当該
規定に基づき業務体制の整備をしていること。

・男性労働者の育児休業取得率が、第１種の支給を受けてから３事業年度以内に
30％以上上昇していること。
・育児休業を取得した男性労働者が、第１種の申請に係る者の他に２名以上いること。

対象 （新設） 中小企業のみ

助成額 （新設） 育児休業取得率が30％以上上昇したのが、第１種の支給を受けてから
・１年以内：60万円＜75万円＞
・２年以内：40万円＜65万円＞
・３年以内：20万円＜35万円＞
※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

両立支援等助成金
（出生時両立支援コース、育児休業等支援コース）

が令和４年度から変わります

事業主の皆さまへ

「両立支援等助成金」は、職業生活と家庭生活が両立できる“職場環境づくり”を行う事業主を支援する制度です。
改正育児・介護休業法の施行に伴い、令和４年度から、出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）及び
育児休業等支援コースについて、制度内容の変更を行います。また、育児休業を取得した労働者の業務を代わり
に行う代替要員確保に対する支援についても見直しました。

変更前（育児休業取得） 変更後（第１種）

主な
要件

・男性労働者が育児休業を取得しやすい職
場風土作りのための取組を行うこと。

・男性労働者が、子の出生後８週間以内に
開始する連続14日以上（中小企業は連続
５日以上）の育児休業を取得すること。

※対象の男性労働者に対して、育児休業の
取得を個別に後押しする取組を行った場
合、加算して支給（個別支援加算）。

・育児・介護休業法に規定する雇用環境整備の
措置を複数実施すること。

・男性労働者が、子の出生後８週間以内に開始
する連続５日以上の育児休業を取得すること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の業
務見直しに係る規定を策定し、当該規定に基
づき業務体制の整備をしていること。

※育児休業取得者の業務を代替する労働者を
新規雇用（派遣を含む）した場合、加算して支
給（代替要員加算）。

対象 大企業、中小企業 中小企業のみ

助成額 人数、育児休業取得期間に応じて変動 20万円（１事業主１回限り）
※代替要員加算：20万円（代替要員が３人以上
の場合45万円）

New

育児目的休暇を取得した場合に対する助成は廃止します。

Ⅲ 男性労働者が育児目的休暇を取得した場合

New

上記第１種の支給を受けた事業主において、男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合に対する助成
（第２種）を新設します。

Ⅱ 男性労働者の育児休業取得率が上昇した場合

＜裏面へ続く＞

令和４年度予算の成立及び雇用保険法施行規則の改正が前提のため、
今後、変更される可能性があることにご注意ください。

1 出生時両立支援コース（子育てパパ支援助成金）



変更前 変更後

主な要件
●代替要員確保時
・育児休業取得者を原職等に復帰させる
旨を就業規則等に規定すること。
・労働者が３ヶ月以上の育児休業を取得
すること。
・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに
６ヶ月以上継続雇用すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働
者を新規雇用（派遣を含む）すること。
※育児休業取得者が有期雇用労働者の
場合、加算して支給（有期雇用労働者加
算）。

●職場復帰時（職場支援加算）
・育休復帰支援プランを作成し、労働者の
３ヶ月以上の育児休業取得後、原職等に
復帰させ、さらに６ヶ月以上継続雇用す
ること。
※育児休業取得者の業務を社内の他の
労働者に代替させ、業務の見直し・効率
化を行うとともに、当該業務を代替した労
働者に対して増額して賃金を支払った場
合、加算して支給（職場支援加算）。

●業務代替支援
【新規雇用】
・育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就
業規則等に規定すること。
・労働者が３ヶ月以上の育児休業を取得するこ
と。
・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに６ヶ月
以上継続雇用すること。
・育児休業取得者の業務を代替する労働者を
新規雇用（派遣を含む）すること。

【手当支給等】
・育児休業取得者を原職等に復帰させる旨を就
業規則等に規定すること。
・労働者が３ヶ月以上の育児休業を取得するこ
と。
・上記労働者を原職等に復帰させ、さらに６ヶ月
以上継続雇用すること。
・育児休業取得者の業務を社内の他の労働者
に代替させ、業務の見直し・効率化を行うとと
もに、当該業務を代替した労働者に対して増
額して賃金を支払うこと。

※【新規雇用】【手当支給等】ともに、育児休業
取得者が有期雇用労働者の場合、加算して
支給（有期雇用労働者加算）。

対象 中小企業のみ 中小企業のみ

助成額
（対象労
働者１人
当たり）

●代替要員確保時 47.5万円＜60万円＞
有期雇用労働者加算：9.5万円＜12万円＞
１事業主当たり１年度10人まで５年間支給

●職場復帰時 28.5万円＜36万円＞
職場支援加算：19万円＜24万円＞
１事業主当たり２人まで支給（無期雇用労
働者１人、有期雇用労働者１人）

※＜＞内は、生産性要件を満たした場合
の支給額。

●業務代替支援
【新規雇用】 47.5万円＜60万円＞
【手当支給等】 10万円＜12万円＞
有期雇用労働者加算：9.5万円＜12万円＞
１事業主当たり１年度10人まで５年間支給

●職場復帰時 28.5万円＜36万円＞

※＜＞内は、生産性要件を満たした場合の支
給額。

２ 育児休業等支援コース

これまで、「代替要員確保時」と「職場復帰時（職場支援加算）」において実施していた代替要員確保に対する支
援内容を、「業務代替支援」として見直します。

両立支援等助成金 厚生労働省 検 索

◎その他詳しい支給の要件や手続、生産性要件等については、厚生労働省HPをご参照いただくか、

申請する管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。

2022年３月15日作成
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